
認定グリーンエネルギーCO2削減計画に関する手続きについて 

 

 

 第６回の認証委員会において、事業期間の終期を撤廃する案が承認されたこ

とにより、既認定計画（認定グリーンエネルギーCO2削減計画）に対しての対応

を行った。以下に詳細を示す。 

 

・既存の認定グリーンエネルギーCO2削減計画の申請者に対して制度変更（終期

の撤廃）について連絡を行った。 

 

・また事業を継続する予定がない事業者については、変更申請書（添付資料１）

にて事業の取消の旨記載した上で、事務局に提出する旨連絡を行った。 

 

・上記手続きの結果、本認証委員会への取消申請の提出はなく、終期を撤廃し

た認定グリーンエネルギーCO2削減計画（添付資料２）を本委員会にて報告する。 

 

以上 

 

 

 

資料２－４ 


